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大和郡山市税証明書窓口発行業務等委託業者選定プロポーザル実施要領 

 

1．目的 

大和郡山市税証明書窓口発行業務等の委託にあたり、豊富な経験、豊かな想像力、高い専門知識を

有する事業者から提案された企画等を一定基準で評価・選定する「公募型プロポーザル」を実施するこ

とにより、委託事業者の選定と事業の遂行を公正、効率的、効果的に行うことを目的とする。 

 

2．業務概要 

（1）業務名称 

大和郡山市税証明書窓口発行業務等委託 

（2）業務内容 

大和郡山市税証明書窓口発行業務等委託及び業務改善支援（別紙仕様書のとおり）。 

（3）履行期間 

契約締結日から令和１１年５月３１日 

 ア 業務準備期間 

  契約締結日から令和８年９月３０日まで 

イ 業務委託期間 

 令和８年１０月１日から令和１１年５月３１日まで 

（4）提案上限額（消費税及び地方消費税含む） 

大和郡山市税証明書窓口発行業務等委託  １１０，８８０,000円 

令和８年度 ・・・２０，７９０,000円（６か月） ただし業務委託契約の締結は令和８年６月１日を予定。 

令和９年度 ・・・４１，５８０,000円（１２か月） 

令和 10年度 ・・４１，５８０,000円（１２か月） 

令和 11年度 ・・６，９３０,000円（２か月） 

 

3．参加資格要件 

本募集要領の公告日において次の要件をすべて満たしている者とする（応募書類の提出後において

要件を満たさなくなった場合も参加は認めない。）。 

 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者に該当し

ないこと。 

(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定に基づく大和郡山市の入札参加の制限を受

けていないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に規定する暴力団でなく、かつ、その役員が大和郡山市暴力団排除条例（平成２３年大和郡山

市条例第２１号）に規定する暴力団員等でないこと。 

(4) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領、大和郡山市物品購入等の契約

に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 
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(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。ただし、申立

てをしている場合であっても、更生手続開始決定後又は再生手続開始決定後に大和郡山市

が一般競争入札参加資格の再認定をしたときは、この限りでない。 

(6) 本店所在地の市税及び都道府県税、国税について未納がないこと。 

(7) 過去５年以内に地方公共団体と、「税証明書窓口発行業務等委託に係る仕様書」に掲げる

業務又はこれらに類する業務の契約を元請として締結し、履行した実績を有すること。ただし、

継続して 12 か月を超える契約を締結し、現に履行している場合にあっては、12 か月以上履

行した実績を有すること。  

(8) JISQ１５００１(プライバシーマーク)及び ISO／IEC２７００１（情報セキュリティ）又は情報

セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証を取得していること。 

 

※優先交渉権者が、審査結果通知日から契約締結日までの間に上記要件を満たしていないと認められ

る場合は優先交渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

 

4．スケジュール 

内容 日程 

公募開始日 令和８年３月１９日（木） 

質問書提出期限 令和８年３月３１日（火） 

質問書回答期限 令和８年４月８日（水） 

「プロポーザル参加表明書」の提出期限 令和８年４月１０日（金） 

企画提案書・見積書等提出締切日 令和８年４月２８日（火） 

選定審査会（１次） 令和８年４月３０日（木） 

審査（１次）結果通知及び審査（２次）通知 令和８年５月８日（金） 

選定審査会（２次：プレゼンテーション・ヒアリング） 令和８年５月１５日（金） 

審査結果通知 令和８年５月１５日（金） 

業務委託契約の締結 令和８年６月１日（月）(予定) 

業務の引継 令和８年６月～９月 

業務開始 令和8年１０月１日（木）(予定) 

 

※本業務について説明会は実施しない。 

※質問書、プロポーザル参加表明書、企画提案書等は公募開始日から提出可能とする。 

 

5．提出書類 

（1）プロポーザル参加表明書の提出 

企画提案書等を提出（プロポーザル参加）する者は、「プロポーザル参加表明書」（様式第２号）に必要
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事項を明記のうえ提出すること。提出部数は１部とする。 

提出書類：「プロポーザル参加表明書」（様式第２号） 

提出期限：令和８年４月１０日（金） 

提出場所：１４．担当部署を参照 

提出方法：直接持参または郵送すること。ＦＡＸは不可。持参の場合は平日午前９時から午後５時まで

受け付ける。 

 

（2）企画提案書等の提出 

プロポーザルに参加を表明した者は、必要書類を定められた部数をまとめて製本し、期限までに提出

すること。期限までに提案書の提出がなかった事業者については、以降の審査について辞退したものと

みなす。 

提出書類 

No. 提出書類の中身 様式 部数 注意事項 

１ 業務提案書提出書 様式第３号 １部 ※社名を記載すること 

２ 企画提案書 任意 ６部 留意事項も確認すること 

３ 見積書  任意 １部 留意事項も確認すること 

４ 
会社等概要、財務諸表 

業務実績表（様式第4号） 

業務実績表

以外は 

任意 

６部 留意事項も確認すること 

５ 登記事項証明書（商業・法人登記）  １部  

６ 業務の実施方針・実施フロー・工程計画 任意 ６部  

７ 業務実施体制 任意 ６部 留意事項も確認すること 

８ 
暴力団に関与のない旨等の誓約書兼 

承諾書 
様式第5号 １部  

９ 納税証明書  １部 
本店所在地の市税及び都

道府県税、国税 

10 プライバシーマーク又は ISMS認証の写し  １部  

※提出１部は原本です。提出６部は正１部 副５部で副本はコピーで可とします。 

  副５部については社名を伏せること。 

 

提出期限：令和８年４月２８日（火）１７時１５分必着 

提出場所：１４．担当部署を参照 

提出方法：上記、「１．業務提案書提出書」に「２．企画提案書」以下の書類をファイリングしてください。 

持参又は郵送による。持参の場合は平日午前９時から午後５時まで受け付ける。 

郵送の場合は郵便書留により提出期限までに必着とする。 
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○企画提案書の留意事項 

・仕様書の業務内容を反映した提案を行うこと。 

・Ａ４版（Ａ３版による折込頁の挿入は可）とし、様式は任意とし、頁数についてはA4片面で５～10枚 

程度までとする。 

・文字サイズは１２ポイント以上を使用すること。 

・企画提案書には事業者の名称やその他事業者が特定される情報は記載しないこと。 

 

○見積書の留意事項 

・本業務に係る参考見積を提出すること。 

・見積書は、代表者氏名を記載・押印の上、金額は業務の総額（税込額及び税抜額）を記載すること。 

・見積書は、可能な限り詳細に記載すること。 

・見積金額が、提案上限額を超える場合は失格とする。 

・見積書の宛名は「大和郡山市長 上田 清」とすること。  

 

〇業務実績の留意事項 

 ・提案者が過去に従事した同種・類似業務の元請実績について記載すること。 

・記載する同種・類似業務は、令和３年4月 1日以降に完了した、国または地方公共団体が発注したも

のに限る。  

・同種業務とは、「地方自治体業務（税業務に限る）」の業務実績をいう。  

・類似業務とは、「地方自治体業務」の業務実績をいう。  

・実績については、これを証する税証明書窓口発行業務等委託事業実績（第４号様式）を添付すること。 

 

〇業務の実施方針・実施フロー・工程計画の作成方法  

・原則 Ａ３判横長・片面１ページとする。  

・業務の実施方針・実施フロー・工程計画は簡素に記載すること。  

・工程は開始時期を契約締結後（令和８年６月上旬）とし、完了時期を令和１１年５月末とする。 

  

〇業務実施体制の留意事項  

・記載する同種・類似業務は、令和３年 4 月 1 日以降に完了した、国または地方公共団体が発注した

ものに限る。  

・同種業務とは、「地方自治体業務（税業務に限る）」の業務実績をいう。  

・類似業務とは、「地方自治体業務」の業務実績をいう。 

 

〇その他提出上の注意事項  

提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、選定委員会から要請のあったものについて

はこの限りでない。 
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6．質問の受付及び回答 

（1）質問の受付 

本事業に不明点がある場合は、質問書（様式第１号）によりメールで提出を行うこととし、電話・来庁・

FAX等による質問は受け付けないものとする。 

提出書類：質問書（様式第１号） 

提出期限：令和８年３月３１日（火）１７時必着 

提出場所：１４．担当部署を参照 

提出方法：メールによる提出。件名を「大和郡山市税証明書窓口発行業務等委託プロポーザル質問書」

とすること。なお、送信後に市への受信確認を行うこと。 

 

（2）質問の回答 

すべての質問に対する回答は、令和８年４月８日（水）までに大和郡山市ホームページに掲載する。 

個別の対応は行わない。 

  

７．実施体制及び業務管理責任予定者・業務従事予定者の要件 

（１）実施体制  

・本業務の担当者として、業務従事者の中から業務管理責任者１名以上を選任すること。ただし、業

務管理責任者と主たる業務従事者は兼ねることができるものとする。  

※配置予定の業務管理責任者・業務従事者はすべて、本業務完了まで責任を持って確実に従事で

きる者とすること。  

 

８．審査方法  

事業の選定に当たっては、大和郡山市職員による選定審査会を設置し、企画提案書等の提出書類及

びプレゼンテーションの内容の審査を行い、評価点数の合計による総合評価で最高得点を得た提案者

を優先交渉権者とする。（応募が１者の場合でもプレゼンテーションを実施する。） 

また、選定審査会の会議は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

（１）1 次審査 

・選定審査会において、書類選考を行う。 

・１次審査の評価点は２次審査に引き継ぐものとする。 

（２）２次審査 

・プレゼンテーション、ヒアリングによる審査を行う。実施日時・場所等は別途参加者に通知する。 

・持ち時間は、１提案者につきプレゼンテーションを２０分以内とし、審査委員との１０分の質疑応答

を実施する。 

・１提案者につき３名以内（プレゼンテーションを行う者を含む）とし、すべて提案者の雇用する従

業員とする。 

・プレゼンテーションの際に使用する配布資料は、提出された企画提案書のみとし、追加資料の配

布は認めない。ただし誤字脱字等がある場合に限り、プレゼンテーション時に説明することは差し

支えない。（なお、スクリーンの映写内容は、配布資料と同一でなくてもよい。） 
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・プレゼンテーションに必要なパソコン等の機材は提案者が用意すること。（ただし、プロジェクター

とスクリーンについては、選定審査会側で準備する。） 

・発注者は、プレゼンテーション内容を録画及び録音することができる。 

（３）審査基準 

別紙「評価項目基準表」を参照。 

（４）審査結果 

令和８年５月１５日（金）に結果通知を郵送及び「プロポーザル参加表明書」（様式第２号）に記載され

たメールアドレス宛てに通知をする。 

（５）審査結果公表 

市ホームページにおいて、最優秀提案事業者の名称、採点結果の合計点を公表する。 

 

９．契約の締結  

（１）審査により優先交渉権者に選定された者について、契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が

不調のときは、審査の採点結果が上位の者から順に契約締結の交渉を行うものとする。 

（２）地方自治法施行令第167条の2第 1項第2号の規定に基づく随意契約を締結する。 

 【大和郡山市公契約条例に関する明示】 

① この契約は、大和郡山市公契約条例（平成26年12月大和郡山市条例第21号）第2条

に規定する公契約に該当する。 

② 契約書には、「公契約約款特約条項」を添付する。 

この契約の受託事業者となった者は、大和郡山市公契約条例、大和郡山市公契約条例施行規則

（平成27年3月大和郡山市規則第9号）を遵守し、履行しなければならない。 

  （３）契約保証金は、大和郡山市契約規則（昭和39年4月大和郡山市規則第8号）第２１条及び第２

２条の規定に基づくものする。 

 

１０．委託料等に関する条件 

 （１）履行の確認等 

受託事業者は、毎月分の業務完了報告書を当該月業務終了後直ちに市に提出する。 

   市は、業務完了報告書を受領したときは、業務が本業務委託契約等に基づき、適正に履行されてい

ることを確認する。 

 （２）委託料の支払い 

   委託料は、業務委託期間の初月である令和８年１０月分を初回として、月ごとに支払うものとする。 

受託事業者は、当該月分の委託料を市に請求し、市は、所定の当該支払い請求書を受理した日から 

30日以内に委託料を支払うものとする。 

     

１１．参加者の失格事由 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。  

・本業務期間中に、前記３．で規定する参加資格に抵触するに至ったとき。 

・応募書類において虚偽の内容を記載したとき。 
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・提案上限額を超える提案を行ったとき。 

・審査（プレゼンテーション）に欠席したとき。 

・一団体で複数の提案をしたとき。 

・提案に関して談合等の不正行為があったとき。 

・正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき。 

・法令並びに大和郡山市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき。 

・審査の公平性を害する行為があったとき。 

・前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、審査会が失格で

あると認めたとき。 

 

１２．委託事業実施に関する事項 

(1) 業務委託の継続が困難となった場合の措置 

 ① 受託事業者の債務不履行の場合 

       ア 受託事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行、又はその懸念が生じた場合、市は受

託事業者に対して修復勧告し、一定期間内に修復策の提出及びその実施を求めることができ

る。受託事業者が当該期間内に修復することができなかったときは、市は契約の解除及びこ

れに生じた損害賠償を請求することができる。 

       イ 市は、受託事業者が本委託事業を完全に履行する見込みがないと認めるとき、又はこの契

約に違反して契約の目的を達することができないと認めるときは、履行保証人に対し、本委

託事業の実施を求めることができる。 

ウ 履行保証人は、前項の規定による本委託事業の実施の請求があったときは、受託事業者に

代わって本委託事業を実施しなければならない。 

 ② 市の債務不履行の場合 

      ア 市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業者は契        

約を解除できる。 

     イ アの場合において、受託事業者が契約を解除した場合、受託事業者は市に対し、こ        

れにより生じた損害賠償を請求できる。 

③ 当事者の責めに帰することができない事由により継続が困難となった場合 

     不可抗力又は受託事業者の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難と

なったときは、市及び受託事業者双方により業務継続の可否について協議することとする。

一定期間内に協議が調わないときは、相手方に対する事前の通知により、市又は受託事業者

は、契約を解除できる。  

(2) 市による本委託事業の実施状況の評価 

         市は受託事業者が提供する業務について、定期又は随時に評価を行う。その結果、業務委 

託契約書及び仕様書で定められた内容を充足していないことが判明した場合は、委託料の減

額等を行うことができる。 

 

１３．留意事項  
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・ 本プロポーザルに要する経費(提案書の作成費用、旅費等)は、応募者の負担とする。 

・ 提出された書類の返却、提出期限以降における書類の差替え及び再提出には応じない。ただし、本

市が認めた場合はこの限りではない。また、大和郡山市情報公開条例に定めるところにより、公開さ

れることがある。  

・ 応募書類に記載された受託業務の担当者等は、発注者がやむを得ないものとして認める場合を除

き、変更することはできない。  

・ 提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は受託後に追加費用を伴わず実施する意向があ

るものとする。  

・ 本プロポーザルへの応募を取り下げる場合は、速やかに税務課まで文書で連絡をすること。また、取

り下げにより不利益な取り扱いを行うことはない。  

・ 質問事項の締め切り以降、本事業に係る質問は受け付けない。 

・ 本プロポーザルの申請にあたり、生じた通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

 

１４．担当部署（各種書類提出先・問い合わせ先） 

〒６３９-１１９８ 奈良県大和郡山市北郡山町２４８-４ 

大和郡山市 総務部 税務課 

電話番号：０７４３-５３-１１５１ 

ＦＡＸ：０７４３-５３-１０４９ 

メールアドレス：zeimu@city.yamatokoriyama.lg.jp    

対応時間：９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 


